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 令和元年 12 月 2 日 



令和元年 12 月浜田市議会定例会議付議事件 

 

議 案 

議案第 68 号  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について 

議案第 69 号  浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第 70 号  浜田市東公園運動施設条例の一部を改正する条例について 

議案第 71 号  浜田市三隅老人福祉センター条例を廃止する条例について 

議案第 72 号  浜田市三階山森林総合利用施設条例の一部を改正する条例につ

いて 

議案第 73 号  浜田市浜田漁港水産物荷捌所条例の制定について 

議案第 74 号  浜田市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

議案第 75 号  弥栄村定住化推進に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 76 号  指定管理者の指定について（浜田市有料駐車場） 

議案第 77 号  指定管理者の指定について（浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター、

浜田市三隅中央会館多目的研修集会施設、浜田市三隅中央公園

及び田の浦公園運動施設、浜田市岡見スポーツセンター） 

議案第 78 号  指定管理者の指定について（浜田市世界こども美術館創作活動

館） 

議案第 79 号  指定管理者の指定について（浜田市立石正美術館） 

議案第 80 号  指定管理者の指定について（石央文化ホール） 

議案第 81 号  指定管理者の指定について（浜田市三隅デイサービスセンター） 

議案第 82 号  指定管理者の指定について（浜田市あさひやすらぎの家） 

議案第 83 号  財産の無償譲渡について（旧古紙収集ボックス） 

議案第 84 号  財産の無償譲渡について（旧古紙収集ボックス） 

議案第 85 号  財産の無償譲渡について（旧古紙収集ボックス） 

議案第 86 号  財産の無償譲渡について（旧古紙収集ボックス） 

議案第 87 号  財産の無償譲渡について（旧古紙収集ボックス） 

議案第 88 号  財産の無償譲渡について（旧古紙収集ボックス） 

議案第 89 号  財産の無償譲渡について（旧古紙収集ボックス） 

議案第 90 号  財産の無償譲渡について（旧古紙収集ボックス） 

議案第 91 号  財産の無償譲渡について（旧古紙収集ボックス） 

議案第 92 号  財産の無償譲渡について（旧古紙収集ボックス） 



議案第 93 号  財産の無償譲渡について（旧古紙収集ボックス） 

議案第 94 号 工事請負契約の締結について（旭支所庁舎耐震改修・複合化工

事） 

議案第 95 号  工事請負契約の議決事項の変更について（平成 29 年災害栃下川

河川災害復旧工事の変更契約） 

議案第 96 号  市道路線の認定について（石見南 66 号線） 

議案第 97 号  美又辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

議案第 98 号  令和元年度浜田市一般会計補正予算（第 4 号） 

議案第 99 号  令和元年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号） 

同意第 7 号 浜田市農業委員会委員の任命について 

同意第 8 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

報 告 

報告第 25 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 
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議案第 68 号 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のよう

に定める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（浜田市職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市職員の分限の手続及び効果に関する条例（平成 17 年浜田市

条例第 38 号）の一部を次のように改正する。 

第 5 条第 1 項中「第 16 条第 2 号」を「第 16 条第 1 号」に改める。 

（浜田市職員の給与の支給に関する条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市職員の給与の支給に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 57

号）の一部を次のように改正する。 

第 26 条第 1 項中「、若しくは法第 16 条第 1 号に該当して法第 28 条第 4

項の規定により失職し」を削り、同条第 4 項中「、若しくは失職し」を削

る。 

第 27 条第 2 号中「（法第 16 条第 1 号に該当して失職した職員を除く。）」

を削る。 

第 29 条第 1 項中「、若しくは法第 16 条第 1 号に該当して法第 28 条第 4

項の規定により失職し」を削り、同条第 2 項第 1 号中「、若しくは失職し」

を削る。 

第 33 条第 6 項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若し

くは法第 16 条第 1 号に該当して法第 28 条第 4 項の規定により失職し」を

削り、「当該各項の」を「それぞれ第 2 項又は第 3 項の規定の」に改める。 

（浜田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第 3 条 浜田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年浜田市条例第 19 号）の一部を次のように改正する。 

第 23 条第 1 項中「、若しくは失職し」を削る。 

（浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正） 

第 4 条 浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成

26 年浜田市条例第 33 号）の一部を次のように改正する。 

第 24 条第 2 項第 2 号中「第 34 条の 20 第 1 項第 4 号」を「第 34 条の 20

第 1 項第 3 号」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第 69 号 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

浜田市手数料条例（平成 17 年浜田市条例第 70 号）の一部を次のように改

正する。 

第 2 条第 6 号及び第 8 号中「磁器ディスク」を「磁気ディスク」に改め、

同条第 45 号中「第 44 号」を「第 48 号」に、「第 43 号」を「第 47 号」に改

め、同条第 46 号中「第 44 号」を「第 48 号」に改め、同条第 47 号中「に 100

分の 110 を乗じて得た額」を削り、同条第 50 号中「第 48 号」を「第 52 号」

に改め、同条第 52 号中「に 100 分の 110 を乗じて得た額」を削り、同条第 53

号中「第 51 号」を「第 55 号」に改め、同条第 55 号中「に 100 分の 110 を乗

じて得た額」を削る。 

別表第 9 第 3 項第 2 号中「（共用部分の床面積が 100 ㎡以内のものに限る。）」

を削る。 

別表第 10 第 3 項第 3 号中「（計画の変更に係る共用部分（床面積の増加に

係る部分を除く。）の床面積の 2 分の 1 の面積と当該計画の変更に係る共用

部分のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計が 100 ㎡以内のものに

限る。）」を削る。 

別表第 11 及び別表第 12 を次のように改める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市手数料条例の規定は、この条例の施行の

日以後に受け付けた申請に係る手数料について適用し、同日前に受け付

けた申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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別表第 11（第 2 条関係） 

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 

区分 単位 手数料の額 

1  申請建築物（建築物の

エネルギー消費性能の向

上に関する法律第 29 条第

3 項に規定する申請建築

物をいう。以下この表に

おいて同じ。）についての

計画の認定を受ける場合 

  

⑴ 計画の認定を受けよ

うとする建築物が非住

宅建築物（建築物エネ

ルギー消費性能基準等

を定める省令（平成 28

年経済産業省・国土交

通省令第 1 号。以下こ

の表及び別表第 13 にお

いて「省令」という。）

第 1 条第 1 項第 1 号に

規定する非住宅建築物

をいう。以下この表か

ら別表第 13 までにおい

て同じ。）、共同住宅等

（共同住宅、長屋その

他の一戸建ての住宅以

外の住宅で非住宅部分

（建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第 11 条第 1 項に

規定する非住宅部分を

いう。以下この表から

別表第 13 までにおいて

 非住宅建築物又は複合建築物（非住

宅部分に限って計画の認定を受け

ようとする場合に限る。）にあって

はア又はイに規定する手数料の額、

共同住宅等又は複合建築物（住戸の

部分に限って計画の認定を受けよ

うとする場合に限る。）にあっては

ウに規定する手数料の額、複合建築

物（非住宅部分に限って計画の認定

を受けようとする場合及び住戸の

部分に限って計画の認定を受けよ

うとする場合を除く。）にあっては

ア又はイ及びウに規定する区分に

応じ、それぞれ当該手数料を合算し

た額 
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同じ。）を有しないもの

をいう。以下この表か

ら別表第 13 までにおい

て同じ。）又は複合建築

物（省令第 1 条第 1 項

第 1 号に規定する複合

建築物をいう。以下こ

の表から別表第 13 まで

において同じ。）である

場合 

ア 当該建築物の非住

宅部分について省令

第 10 条第 1 号イ⑴及

び同号ロ⑴に規定す

る基準（次表におい

て「誘導標準入力法

等基準」という。）を

用いて評価を行う場

合 

  

(ア) 非住宅部分の

床 面 積 の 合 計 が

300 ㎡未満のもの 

1 件 224,000 円（非住宅誘導基準適合証

（建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第 15 条第 1 項の

登録建築物エネルギー消費性能判

定機関（以下この表及び別表第 13に

おいて「登録建築物エネルギー消費

性能判定機関」という。）が作成した

建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第 30 条第 1 項各号

（同法第 31 条第 2 項において準用

する場合を含む。）に掲げる基準に

適合していることを示す書類をい

う。以下この表及び次表において同

じ。）の提出がある場合にあっては、
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10,000 円） 

(イ) 非住宅部分の

床 面 積 の 合 計 が

300 ㎡以上 500 ㎡

以内のもの 

1 件 357,000 円（非住宅誘導基準適合証

の 提 出 が あ る 場 合 に あ っ て は 、

26,000 円） 

イ 当該建築物の非住

宅部分について省令

第 10 条第 1 号イ⑵及

び同号ロ⑵に規定す

る基準（次表におい

て「誘導モデル建物

法基準」という。）を

用いて評価を行う場

合 

  

(ア) 非住宅部分の

床 面 積 の 合 計 が

300ｍ 2 未満のもの 

1 件 86,000 円（非住宅誘導基準適合証の

提出がある場合にあっては、10,000

円） 

(イ) 非住宅部分の

床 面 積 の 合 計 が

300 ㎡以上 500 ㎡

以内のもの 

1 件 142,000 円（非住宅誘導基準適合証

の 提 出 が あ る 場 合 に あ っ て は 、

26,000 円） 

ウ 当該建築物の住宅

部分（建築物のエネ

ルギー消費性能の向

上に関する法律第 11

条第 1 項に規定する

住宅部分をいう。別

表第 13 において同

じ。）（住宅部分のう

ち住戸の部分に限っ

て計画の認定を受け

ようとする場合にあ

っては、住戸の部分）
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（以下この表及び次

表において単に「住

宅部分」という。）に

ついて評価を行う場

合 

(ア) 住宅部分の床

面積の合計が 300

㎡未満のもの 

1 件 67,000 円（住宅誘導基準適合証等

（住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第 5 条第 1 項に規定する登録

住宅性能評価機関（別表第 13 にお

いて「登録住宅性能評価機関」とい

う。）が作成した建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律第

30 条第 1 項各号（同法第 31 条第 2

項において準用する場合を含む。）

に掲げる基準に適合していること

を示す書類又は市長が定めるその

他の図書をいう。以下この表及び次

表において同じ。）の提出がある場

合にあっては、10,000 円） 

(イ) 住宅部分の床

面積の合計が 300

㎡以上 500 ㎡以内

のもの 

1 件 114,000 円（住宅誘導基準適合証等

の 提 出 が あ る 場 合 に あ っ て は 、

20,000 円） 

⑵ 計画の認定を受けよ

うとする建築物が一戸

建ての住宅（非住宅部

分を有しないものに限

る。次表及び別表第 13

において同じ。）の場合 

  

ア  床 面 積 の 合 計 が

200 ㎡未満のもの 

1 件 34,000 円（住宅誘導基準適合証等の

提出がある場合にあっては、5,000

円） 

イ  床 面 積 の 合 計 が 1 件 37,000 円（住宅誘導基準適合証等の 
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200 ㎡以上 500 ㎡以

内のもの 

 提出がある場合にあっては、5,000

円） 

2  他の建築物（建築物の

エネルギー消費性能の向

上に関する法律第 29 条第

3 項に規定する他の建築

物をいう。以下この表に

おいて同じ。）に係る事項

を計画に記載する場合 

 申請建築物及び他の建築物につい

て、1 件ごとに前項第 1 号又は第 2

号に規定する区分に応じ、それぞれ

当該手数料を合算した額 

 

  



10 

別表第 12（第 2 条関係） 

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 

区分 単位 手数料の額 

1  計画に記載されている

建築物について変更する

場合 

 変更する建築物について、1 件ごと

に第 1号ア又はイに規定する区分に

応じ、それぞれ当該手数料を合算し

た額 

⑴ 計画の変更の認定を

受けようとする建築物

が非住宅建築物、共同

住宅等又は複合建築物

である場合 

 非住宅建築物又は複合建築物（非住

宅部分に限って計画の変更の認定

を受けようとする場合に限る。）に

あってはア又はイに規定する手数

料の額、共同住宅等又は複合建築物

（住戸の部分に限って計画の変更

の認定を受けようとする場合に限

る。）にあってはウに規定する手数

料の額、複合建築物（非住宅部分に

限って計画の変更の認定を受けよ

うとする場合及び住戸の部分に限

って計画の変更の認定を受けよう

とする場合を除く。）にあってはア

又はイ及びウに規定する区分に応

じ、それぞれ当該手数料を合算した

額 

ア 当該建築物の非住

宅部分について誘導

標準入力法等基準を

用いて評価を行う場

合 

  

(ア) 非住宅部分の

計画の変更に係る

部分（床面積の増

加に係る部分を除

く。）の床面積の 2

1 件 224,000 円（非住宅誘導基準適合証

の 提 出 が あ る 場 合 に あ っ て は 、

10,000 円） 
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分の 1 の面積と当

該計画の変更に係

る部分の面積のう

ち床面積の増加に

係る部分の床面積

との合計（以下こ

の表において「計

画の変更に係る部

分 の 床 面 積 の 合

計」という。）が 300

㎡未満のもの 

(イ) 非住宅部分の

計画の変更に係る

部分の床面積の合

計が 300㎡以上 500

㎡以内のもの 

1 件 357,000 円（非住宅誘導基準適合証

の 提 出 が あ る 場 合 に あ っ て は 、

26,000 円） 

イ 当該建築物の非住

宅部分について誘導

モデル建物法基準を

用いて評価を行う場

合 

  

(ア) 非住宅部分の

計画の変更に係る

部分の床面積の合

計が 300 ㎡未満の

もの 

1 件 86,000 円（非住宅誘導基準適合証の

提出がある場合にあっては、10,000

円） 

(イ) 非住宅部分の

計画の変更に係る

部分の床面積の合

計が 300㎡以上 500

㎡以内のもの 

1 件 142,000 円（非住宅誘導基準適合証

の 提 出 が あ る 場 合 に あ っ て は 、

26,000 円） 

ウ 当該建築物の住宅

部分について評価を

行う場合 
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(ア) 住宅部分の計

画の変更に係る部

分の床面積の合計

が 300 ㎡未満のも

の 

1 件 67,000 円（住宅誘導基準適合証等の

提出がある場合にあっては、10,000

円） 

(イ) 住宅部分の計

画の変更に係る部

分の床面積の合計

が 300 ㎡以上 500

㎡以内のもの 

1 件 114,000 円（住宅誘導基準適合証等

の 提 出 が あ る 場 合 に あ っ て は 、

20,000 円） 

⑵ 計画の変更の認定を

受けようとする建築物

が一戸建ての住宅の場

合 

  

ア 計画の変更に係る

床面積の合計が 200

㎡未満のもの 

1 件 17,000 円（住宅誘導基準適合証等の

提出がある場合にあっては、3,000

円） 

イ 計画の変更に係る

床面積の合計が 200

㎡以上 500 ㎡以内の

もの 

1 件 19,000 円（住宅誘導基準適合証等の

提出がある場合にあっては、3,000

円） 

2  計画に記載されている

建築物以外の建築物を計

画に追加する場合 

 追加する建築物について、1 件ごと

に前項第 1 号又は第 2 号に規定する

区分に応じ、それぞれ当該手数料を

合算した額 

3  計画に記載されている

建築物について変更し、

かつ、計画に記載されて

いる建築物以外の建築物

を計画に追加する場合 

 変更する建築物について第 1項の規

定により算出した額に、追加する建

築物について前項の規定により算

出した額を合算した額 
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議案第 70 号 

 

浜田市東公園運動施設条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市東公園運動施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市東公園運動施設条例の一部を改正する条例 

 

浜田市東公園運動施設条例（平成 17 年浜田市条例第 270 号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第 1 1  浜田市陸上競技場、浜田市野球場及び浜田市庭球場の表野

球場の部に次のように加える。 

電光掲示板施設 全画面 440 

半画面 330 

別表第 2 スコアボード（インターホンを含む。）の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 71 号 

 

浜田市三隅老人福祉センター条例を廃止する条例について 

 

浜田市三隅老人福祉センター条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市三隅老人福祉センター条例を廃止する条例 

 

浜田市三隅老人福祉センター条例（平成 17 年浜田市条例第 277 号）は、廃

止する。 

附 則 

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 72 号 

 

浜田市三階山森林総合利用施設条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市三階山森林総合利用施設条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市三階山森林総合利用施設条例の一部を改正する条例 

 

浜田市三階山森林総合利用施設条例（平成 17 年浜田市条例第 193 号）の一

部を次のように改正する。 

第 6 条を削り、第 7 条を第 6 条とし、第 8 条を第 7 条とし、第 9 条を第 8

条とする。 

第 10 条中「、若しくは第 6 条第 4 項」を削り、同条を第 9 条とし、第 11

条を第 10 条とし、第 12 条を第 11 条とする。 

別表森林研修センターの項、総合案内所の項、炊事場の項及び便所の項を

削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 73 号 

 

浜田市浜田漁港水産物荷捌所条例の制定について 

 

浜田市浜田漁港水産物荷捌所条例を次のように定める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市浜田漁港水産物荷捌所条例 

 

（目的及び設置） 

第 1 条 生鮮水産物等を高度に衛生管理し、その流通の円滑化を図り、もっ

て魚価の向上等による漁業の振興に資するため、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 244 条の 2 第 1 項の規定に基づき、浜田市浜田漁港水産物

荷捌所（以下「荷捌所」という。）を浜田市原井町 3050 番地に設置する。 

（管理） 

第 2 条 荷捌所の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）に行わせる。 

（指定管理者が行う業務） 

第 3 条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 荷捌所の施設、設備又は器具（以下「施設等」という。）の利用の許可

に関する業務 

⑵ 荷捌所の維持管理に関する業務 

⑶ 前 2 号に掲げるもののほか、荷捌所の運営に関する事務のうち、市長

のみの権限に属する事務を除く業務 

（開所時間及び休所日） 

第 4 条 荷捌所の開所時間及び休所日は、指定管理者があらかじめ市長の承

認を得て定める。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市

長の承認を得てこれを変更することができる。 

2  市長は、前項本文の規定により指定管理者が開所時間及び休所日を定め

たときは、これを告示するものとする。 

（利用許可） 

第 5 条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受

けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また

同様とする。 

2  指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可

に条件を付することができる。 

3  指定管理者は、第 1 項の許可の申請があった場合において、当該申請に

係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を

しないものとする。 

⑴ 公の秩序又は善良な風俗に反して利用するおそれがあるとき。 

⑵ 施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあるとき。 
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⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2 条第 2 号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不

法行為を行うおそれがある組織の利益になる利用をするとき。 

⑷ その他管理上支障があると認める利用をするとき。 

（利用の制限） 

第 6 条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事

項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることがで

きる。 

⑴ 前条第 1 項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が許可を受け

た利用の目的に違反したとき。 

⑵ 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

⑶ 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。 

⑷ 前 3 号に掲げる場合のほか、荷捌所の管理上特に必要と認められると

き。 

2  前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しく

は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者

はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第 4 号に該当する

場合は、この限りでない。 

（特別設備等の制限） 

第 7 条 利用者は、施設等に特別の設備をし、又は器具等を搬入して利用し

ようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第 8 条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外の目的に施設等を利用し、

又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（原状回復の義務） 

第 9 条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第 6 条第 1 項の規定

により利用の中止を命じられたときは、速やかに利用した施設等を原状に

回復して返還し、又は搬入した器具等を撤去しなければならない。 

（損害賠償等の義務） 

第 10 条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、

直ちにその旨を指定管理者に届出をし、その損害を賠償しなければならな

い。 

（委任） 

第 11 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、規則で定める日から施行する。 

（準備行為） 

2  第 2 条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行

為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 
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議案第 74 号 

 

浜田市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

 

浜田市公共下水道事業の設置等に関する条例を次のように定める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市公共下水道事業の設置等に関する条例 

 

（趣旨） 

第 1 条 この条例は、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号。以下「法」

という。）及び地方公営企業法施行令（昭和 27 年政令第 403 号。以下「令」

という。）の規定に基づき、浜田市公共下水道事業の設置及び経営の基本そ

の他必要な事項を定めるものとする。 

（公共下水道事業の設置） 

第 2 条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水

域の水質の保全に資するため、浜田市公共下水道事業（以下「下水道事業」

という。）を設置する。 

（法の財務規定等の適用） 

第 3 条 法第 2 条第 3 項及び令第 1 条第 2 項の規定により、下水道事業に法

第 2 条第 2 項に規定する財務規定等を適用する。 

（経営の基本） 

第 4 条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉

を増進するように運営されなければならない。 

2  下水道事業の処理区、計画処理区域等は、別表に掲げるとおりとする。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第 5 条 法第 33 条第 2 項の規定により予算で定めなければならない下水道

事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てす

る売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額）が 2,000

万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場

合を除き、土地については、1 件 5,000 平方メートル以上のものに係るも

のに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第 6 条 法第 34 条において準用する地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 243 条の 2 の 2 第 8 項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の

賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠

償責任に係る賠償額が 50 万円以上である場合とする。 

（議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第 7 条 下水道事業の業務に関し法第 40 条第 2 項に規定する条例で定める

ものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価

額が 100 万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定
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で、当該決定に係る金額が 100 万円以上のものとする。 

（業務状況説明書類の作成） 

第 8 条 市長は、下水道事業に関し、法第 40 条の 2 第 1 項の規定により、毎

事業年度 4 月 1 日から 9 月 30 日までの業務の状況を説明する書類を 11 月

30 日までに、10 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの業務の状況を説明する

書類を 5 月 31 日までに作成しなければならない。 

2  前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとと

もに、11 月 30 日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況

を、5 月 31 日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算

の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 

⑴ 事業の概況 

⑵ 経理の状況 

⑶ 前 2 号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするた

め市長が必要と認める事項 

3  天災その他やむを得ない事故により、第 1 項に規定する期日までに同項

の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合におい

ては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

（浜田市特別会計条例の一部改正） 

2  浜田市特別会計条例（平成 17 年浜田市条例第 66 号）の一部を次のよう

に改正する。 

第 1 条中第 3 号を削り、第 4 号を第 3 号とし、第 5 号を第 4 号とし、第

6 号を第 5 号とする。 

（浜田市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置） 

3  公共下水道事業特別会計の令和元年度分の収入及び支出並びに同年度の

決算に関しては、なお従前の例による。 
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別表（第 4 条関係） 

処理区 計画処理区域 計画処理人口 計画汚水量 

浜田処理区 松原町の一部、殿町の一部、

田町の一部、琵琶町、浅井町

の一部、黒川町の一部 

2,300 人 1,200 立方メ

ートル 

国府処理区 国分町の一部、久代町の一

部、下府町の一部 

3,740 人 2,200 立方メ

ートル 

旭処理区 旭町今市の一部、旭町丸原

の一部、旭町木田の一部 

1,600 人 800 立方メー

トル 

三保三隅処

理区 

三隅町岡見の一部、三隅町

古市場の一部、三隅町湊浦

の一部、三隅町西河内の一

部、三隅町三隅の一部、三隅

町向野田の一部 

2,900 人 1,600 立方メ

ートル 
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議案第 75 号 

 

弥栄村定住化推進に関する条例の一部を改正する条例について 

 

弥栄村定住化推進に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

  



28 

弥栄村定住化推進に関する条例の一部を改正する条例 

 

弥栄村定住化推進に関する条例（平成 3 年弥栄村条例第 9 号）の一部を次

のように改正する。 

別表定住化住宅の部弥栄町木都賀イ 811 番地 24 の項及び弥栄町木都賀イ

811 番地 25 の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 76 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市有料駐車場） 

 

浜田市有料駐車場の管理について、指定管理者の指定をしたいので、地方

自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   

 

 

 

施設の名称 浜田市有料駐車場 

指定管理者 住 所：浜田市港町 299 番地 17 

名 称：浜田ビルメンテナンス株式会社 

代表者：代表取締役 櫨 山 陽 介 

指定の期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで 

 

(参 考) 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 77 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター、浜田市

三隅中央会館多目的研修集会施設、浜田市三隅中央公園及び田の浦公

園運動施設、浜田市岡見スポーツセンター） 

 

浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター、浜田市三隅中央会館多目的研修集会施設、

浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設、浜田市岡見スポーツセンター

の管理について、指定管理者の指定をしたいので、地方自治法第 244 条の 2

第 6 項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市  

 

 

 

施設の名称 浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター、浜田市三隅中央会館多目的

研修集会施設、浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施

設、浜田市岡見スポーツセンター 

指定管理者 住 所：浜田市黒川町 4175 番地 

名 称：公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 

代表者：理事長 竹 中 弘 忠 

指定の期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 

 

(参 考) 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 78 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市世界こども美術館創作活動館） 

 

浜田市世界こども美術館創作活動館の管理について、指定管理者の指定を

したいので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により議会の議決を求め

る。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市世界こども美術館創作活動館 

指定管理者 住 所：浜田市黒川町 4175 番地 

名 称：公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 

代表者：理事長 竹 中 弘 忠 

指定の期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 

 

(参 考) 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 



32  

議案第 79 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市立石正美術館） 

 

浜田市立石正美術館の管理について、指定管理者の指定をしたいので、地

方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市立石正美術館 

指定管理者 住 所：浜田市黒川町 4175 番地 

名 称：公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 

代表者：理事長 竹 中 弘 忠 

指定の期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 

 

(参 考) 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 



33  

議案第 80 号 

 

指定管理者の指定について（石央文化ホール） 

 

石央文化ホールの管理について、指定管理者の指定をしたいので、地方自

治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 石央文化ホール 

指定管理者 住 所：浜田市黒川町 4175 番地 

名 称：公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 

代表者：理事長 竹 中 弘 忠 

指定の期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 

 

(参 考) 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 



34  

議案第 81 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市三隅デイサービスセンター） 

 

浜田市三隅デイサービスセンターの管理について、指定管理者の指定をし

たいので、地方自治法第 244 条の 2第 6項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市  

 

 

 

施設の名称 浜田市三隅デイサービスセンター 

指定管理者 住 所：浜田市野原町 859 番地 1 

名 称：社会福祉法人浜田市社会福祉協議会 

代表者：会長 大 谷 克 雄 

指定の期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで 

 

(参 考) 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 82 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市あさひやすらぎの家） 

 

浜田市あさひやすらぎの家の管理について、指定管理者の指定をしたいの

で、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   

 

 

 

施設の名称 浜田市あさひやすらぎの家 

指定管理者 住 所：浜田市旭町本郷 362 番地 6 

名 称：社会福祉法人旭福祉会 

代表者：理事長 大 倉 美知男 

指定の期間 令和 2 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで 

 

(参 考) 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 83 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   



37 

1  譲渡する財産 

   旧古紙収集ボックス 1 基 

    所 在 地 浜田市金城町久佐イ 1086 番地 1 

    設置年度 平成 12 年度 

    構 造 等 木造鉄板葺平屋造 建造物 5.19 ㎡ 

2  物件評価額  92,072 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、譲り受けた建造物を地域交流活動や各種行事

で使用する資機材を格納する倉庫または家庭ごみ搬出用

の集積場以外の目的で使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市金城町久佐イ 1073 番地 10 

         久佐地区まちづくり振興会 

         会長 原 田 真 司 
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議案第 84 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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1  譲渡する財産 

   旧古紙収集ボックス 1 基 

    所 在 地 浜田市金城町追原 223 番地 2 

    設置年度 平成 12 年度 

    構 造 等 木造鉄板葺平屋造 建造物 5.19 ㎡ 

2  物件評価額  92,072 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、譲り受けた建造物を地域交流活動や各種行事

で使用する資機材を格納する倉庫または家庭ごみ搬出用

の集積場以外の目的で使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市金城町追原 274 番地 

         追原郷町内会 

         会長 小 西 修 二 
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議案第 85 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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1  譲渡する財産 

   旧古紙収集ボックス 1 基 

    所 在 地 浜田市金城町入野イ 679 番地 2 

    設置年度 平成 12 年度 

    構 造 等 木造鉄板葺平屋造 建造物 5.19 ㎡ 

2  物件評価額  92,072 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、譲り受けた建造物を地域交流活動や各種行事

で使用する資機材を格納する倉庫または家庭ごみ搬出用

の集積場以外の目的で使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市金城町入野イ 989 番地 5 

         越沢町内会 

         会長 渡 辺 文 夫 
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議案第 86 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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1  譲渡する財産 

   旧古紙収集ボックス 3 基 

    所 在 地 浜田市金城町今福 97 番地 2 

浜田市金城町今福 281 番地 10 

         浜田市金城町七条ハ 570 番地 2 

    設置年度 平成 12 年度 

    構 造 等 木造鉄板葺平屋造 建造物 1 基当たり 5.19 ㎡ 

2  物件評価額  276,216 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、譲り受けた建造物を地域交流活動や各種行事

で使用する資機材を格納する倉庫または家庭ごみ搬出用

の集積場以外の目的で使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市金城町今福 1521 番地 5 

         今福自治振興会 

         会長 山 岡  昇 
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議案第 87 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   



45 

1  譲渡する財産 

   旧古紙収集ボックス 2 基 

    所 在 地 浜田市金城町下来原 185 番地 

浜田市金城町下来原 1561 番地 1 

    設置年度 平成 12 年度 

    構 造 等 木造鉄板葺平屋造 建造物 1 基当たり 5.19 ㎡ 

2  物件評価額  184,144 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、譲り受けた建造物を地域交流活動や各種行事

で使用する資機材を格納する倉庫または家庭ごみ搬出用

の集積場以外の目的で使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市金城町下来原 266 番地 3 

         今田町内会 

         会長 大 屋 忠 史 
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議案第 88 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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1  譲渡する財産 

   旧古紙収集ボックス 1 基 

    所 在 地 浜田市金城町上来原 456 番地 3 

    設置年度 平成 12 年度 

    構 造 等 木造鉄板葺平屋造 建造物 5.19 ㎡ 

2  物件評価額  92,072 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、譲り受けた建造物を地域交流活動や各種行事

で使用する資機材を格納する倉庫または家庭ごみ搬出用

の集積場以外の目的で使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市金城町上来原 473 番地 2 

         上来原自治会 

         会長 岡 本 正 博 
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議案第 89 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   



49 

1  譲渡する財産 

   旧古紙収集ボックス 1 基 

    所 在 地 浜田市金城町小国イ 166 番地 3 

    設置年度 平成 12 年度 

    構 造 等 木造鉄板葺平屋造 建造物 5.19 ㎡ 

2  物件評価額  92,072 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、譲り受けた建造物を地域交流活動や各種行事

で使用する資機材を格納する倉庫または家庭ごみ搬出用

の集積場以外の目的で使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市金城町小国イ 442 番地 

         小国自治振興会 

         会長 梶 原 和 志 

 



50 

議案第 90 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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1  譲渡する財産 

   旧古紙収集ボックス 1 基 

    所 在 地 浜田市金城町波佐イ 279 番地 

    設置年度 平成 12 年度 

    構 造 等 木造鉄板葺平屋造 建造物 5.19 ㎡ 

2  物件評価額  92,072 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、譲り受けた建造物を地域交流活動や各種行事

で使用する資機材を格納する倉庫または家庭ごみ搬出用

の集積場以外の目的で使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市金城町波佐イ 287 番地 4 

         三栄町内会 

         会長 幸 田  誠 



52 

議案第 91 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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1  譲渡する財産 

   旧古紙収集ボックス 1 基 

    所 在 地 浜田市金城町波佐イ 416 番地 1 

    設置年度 平成 12 年度 

    構 造 等 木造鉄板葺平屋造 建造物 5.19 ㎡ 

2  物件評価額  92,072 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、譲り受けた建造物を地域交流活動や各種行事

で使用する資機材を格納する倉庫または家庭ごみ搬出用

の集積場以外の目的で使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市金城町長田イ 18 番地 3 

         波佐自治会 

         会長 三 浦 兼 浩 

 

 



54 

議案第 92 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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1  譲渡する財産 

   旧古紙収集ボックス 1 基 

    所 在 地 浜田市金城町七条ニ 167 番地 1 

    設置年度 平成 12 年度 

    構 造 等 木造鉄板葺平屋造 建造物 5.19 ㎡ 

2  物件評価額  92,072 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、譲り受けた建造物を地域交流活動や各種行事

で使用する資機材を格納する倉庫または家庭ごみ搬出用

の集積場以外の目的で使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市金城町七条イ 989 番地 3 

         新開町内会 

         会長 今 谷 光 浩 
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議案第 93 号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第 96 条第 1

項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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1  譲渡する財産 

   旧古紙収集ボックス 2 基 

    所 在 地 浜田市金城町下来原 171 番地 

    設置年度 平成 12 年度 

    構 造 等 木造鉄板葺平屋造 建造物 1 基当たり 5.19 ㎡ 

2  物件評価額  184,144 円 

3  譲渡の条件  譲受人は、譲り受けた建造物を地域交流活動や各種行事

で使用する資機材を格納する倉庫または家庭ごみ搬出用

の集積場以外の目的で使用しないこと。 

4  譲渡の相手方 浜田市金城町小国イ 729 番地 

         深笹上町内会 

         会長 塚 本  猛 

 



58 

 

議案第 94 号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

一般競争入札に付した旭支所庁舎耐震改修・複合化工事について、次のと

おり請負契約を締結するため、地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号及び浜田市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定

により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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1 契約の目的 旭支所庁舎耐震改修・複合化工事 

2 契約の方法 一般競争入札 

3 契約の金額 245,300,000 円 

4 契約の相手方 浜田市旭町丸原 70 番地 1 

       株式会社川村工務所 

代表取締役 山 田 幸 登 
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議案第 95 号 

 

   工事請負契約の変更について 

 

平成 30 年 7 月 3 日議決を経た、平成 29 年災害栃下川河川災害復旧工事（第

331 号）請負契約について次のとおり変更したいので、地方自治法第 96 条第

1 項第 5 号及び浜田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第 2 条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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契約の金額   変更前 330,480,000 円 

        変更後 287,842,680 円 
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議案第 96 号 

 

市道路線の認定について 

 

次のとおり市道の路線を認定することについて、道路法第 8 条第 2 項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



起       点

終       点

河内町3194番地1地先

河内町3191番地16地先

以　下　余　白

市道認定路線

路線番号 路   線   名 延  長
敷 地 の 敷 地 の

最大幅員 最小幅員

4.0 m06-3-066 石見南66号線 559.9 m 10.5 m

63



認 定

第二浜田ダム

管理事務所

起
点
：
浜
田
市
河
内
町
3
1
9
4
番
地
1
地
先

終
点
：
浜
田
市
河
内
町
3
1
9
1
番
地
1
6
地
先

石見南66号線

延長 559.9m 

幅員 10.5m～4.0m
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議案第 97 号 

 

   美又辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法

律第 3 条第 8 項の規定により、美又辺地に係る公共的施設の総合整備計画を

別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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総 合 整 備 計 画 書 

 

島根県浜田市金城町  美又辺地 

（辺地の人口 242 人、面積 17.6 ㎢） 

 

1  辺地の現況 

⑴ 辺地を構成する町 

金城町追原、金城町入野 

 

⑵ 地域の中心の位置 

浜田市金城町追原 225 番地 2 

 

⑶ 辺地度点数   132 点 

 

2  公共的施設の整備を必要とする事情 

美又辺地は、浜田市金城支所から東北へ約 10 ㎞に位置し、積雪が多く、江津市

と接する山と谷が複雑に入り組んだ地形にあることから山裾に 117 世帯が点在す

る山間部の地域であり、高齢化率は 54.5％と高い状況にある。 

当辺地では、集落間をつなぐ道路や主要道路への連絡道路が未整備の箇所があ

ることから、地域住民の生活道路の幅員が狭く、通勤や通学などの日常生活をは

じめ、緊急時の車両の通行にも支障をきたしている状況にある。特に積雪時には、

地域住民の安全で安心な生活を送る権利が脅かされる状況にあることから、幹線

道路の整備が急務となっている。 

このため、当辺地における生活道路を確保することで、防災、救急対応の一層

の充実を図り、もって地域の活性化及び集落機能の維持を図るため、道路を中心

とした公共施設の整備を行う必要がある。 

 

3  公共的施設の整備計画 

（変更前）平成 27 年度から平成 30 年度まで 4年間 

（変更後）平成 27 年度から令和 4年度まで 8年間 

（単位：千円） 

区  分 
事 業 費 

財源内訳 一般財源の内

辺地対策事業

債の予定額 施 設 名 事業主体 特定財源 一般財源 

道 路 浜田市 

変更前 157,174 36,750 120,424 120,300 

変更後 249,402 80,671 168,731 168,500 

 

















































































































1 

 

同意第 7 号 

 

   浜田市農業委員会委員の任命について 

 

 浜田市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する

法律第 8 条第 1 項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

住  所 （省略） 

職  業 農業 

氏  名 清 水 康 彦 

生年月日 （省略） 

 

 

（参 考） 

前任者   廣 瀨 康 友（令和元年 9 月 30 日まで） 

任 期   3 年 

根拠法   農業委員会等に関する法律第 10 条第 1 項 



3 

同意第 8 号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 人権擁護委員候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第 6

条第 3 項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和元年 12 月 2 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

住 所 （省略） 

職 業 無職 

氏 名 桑 原  徹 

生年月日 （省略） 

 

 

（参 考） 

 前任者   桑 原  徹（令和 2 年 6 月 30 日まで） 

任 期   3 年 

根拠法   人権擁護委員法第 9 条 


